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四  関係法令

令和７年度厚生労働省補助金事業

エックス線作業主任者等に対する効果的な教育に関する研究（240402-01）調査成果 
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講義の内容

（１）エックス線に関連する法令について
（２）労働安全衛生法
（３）労働安全衛生規則
（４）電離放射線障害防止規則
（５）電離放射線防止規則改正について
（６）その他関連する事項について

エックス線作業主任者等に対する効果的な教育に関する研究（240402-01）調査成果 
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講義の内容

（１）エックス線に関連する法令について
（２）労働安全衛生法
（３）労働安全衛生規則
（４）電離放射線障害防止規則
（５）電離放射線防止規則改正について
（６）その他関連する事項について

エックス線作業主任者等に対する効果的な教育に関する研究（240402-01）調査成果 



4

（１ー１）エックス線に関連する法令について

エックス線作業主任者等に対する効果的な教育に関する研究（240402-01）調査成果 https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/000753145.pdfを引用

原子力基本法
（昭和３０年法律第１８６号）

原子炉等規制法※１

（昭和３２年法律第１６６号）

RI規制法※２

（昭和３２年法律第１６７号）

労働安全衛生法（安衛法）
（昭和４７年法律第５７号）

電離放射線防止規則
（昭和４７年労働省令第４１号）

除染則※４

（平成２３年厚生労働省令第１５２号）

※４ 東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務
等に係る電離放射線障害防止規則

医療法
（昭和２３年法律第２０５号）

薬機法※３

（昭和３５年法律第１４５号）

□職場における労働者の
安全と健康を確保

□医療提供体制の確保 □医薬品等の有効性及
び安全性の確保

放射性医薬品
医療機器

放射線発生装置、放射性
同位元素及び装備機器

□労働者（放射線業務従事者）

□除染作業者等

※１ 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律
※２ 放射性同位元素等の規制に関する法律
※３ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

原子力利用は平和の目的に限る
（民主的な運営、自主的に実施、成果公開）
国民の生命、健康及び財産の保護、環境の保全並びに我が
国の安全保障に資することを目的

https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/000753145.pdf
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（１ー２）RI規制法と電離則

エックス線作業主任者等に対する効果的な教育に関する研究（240402-01）調査成果 

放射性同位元素等の規制に
関する法律（RI規制法）

電離放射線障害防止規則

所管 原子力規制委員会 厚生労働省

規制対象
放射性同位元素、放射線発
生装置、及びそれらによって汚
染されたものの取扱い全般

放射線業務従事者
（管理区域に立ち入る者）

目的

放射性同位元素等の使用、販
売、賃貸、廃棄などの取り扱い
を規制し、放射線による危害の
発生を防止すること
（公共の安全の確保）

放射線業務従事者の健康障害を防
止するため、放射線管理区域、被ば
く線量、健康診断などについて規定
（労働者の健康障害防止）

放射線を取り扱うという点で共通の目的
規制の対象と範囲が異なる
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講義の内容

（１）エックス線に関連する法令について
（２）労働安全衛生法
（３）労働安全衛生規則
（４）電離放射線障害防止規則
（５）電離放射線防止規則改正について
（６）その他関連する事項について

エックス線作業主任者等に対する効果的な教育に関する研究（240402-01）調査成果 
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（２ー１）労働安全衛生法（安衛法）とは

エックス線作業主任者等に対する効果的な教育に関する研究（240402-01）調査成果 

成立年 １９７２年

目的等 職場における労働者の安全と健康を確保し、快適な職
場環境の形成を促進すること。
具体的には、労働災害の防止のための危害防止基準の
確立、責任体制の明確化、自主的活動の促進などを通
じて、総合的かつ計画的な対策を推進することを目指し
ている。
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（２ー２）安衛法制定までの経緯

エックス線作業主任者等に対する効果的な教育に関する研究（240402-01）調査成果 

https://www.jil.go.jp/kokunai/statistics/timeseries/pdf/g0801.pdf

労働基準法を制定（１９４７年）
→ 各種労働条件の最低基準を規定する中に、安全衛生にかかる規定も制定
→ 1960年代の高度経済成長期に労働災害が増加
（労災死亡者数が毎年約６０００人
労働基準法の安全衛生関係の規定を独立させる形で労働安全衛生法を制定
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（２ー３）安衛法の概要（目次から）

エックス線作業主任者等に対する効果的な教育に関する研究（240402-01）調査成果 

第一章 総則 （法の目的、事業者等の責務）
第二章 労働災害防止計画
第三章 安全衛生管理体制

（労働者の安全及び健康確保の体制整備の義務付け）
第四章 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置

（事業者への労働者の危険等防止措置の義務付け）
第五章 機械等並びに危険物及び有害物に関する規制
第六章 労働者の就業に当たつての措置

（労働者に対する安全衛生教育について規定）
第七章 健康の保持増進のための措置

（有害な作業場所における作業環境測定の実施）
第七章の二 快適な職場環境の形成のための措置
第八章 免許等
第九章 事業場の安全又は衛生に関する改善措置等
第十章 監督等

（一定の業務や機械等設置に係る届出の義務付け）
第十一章 雑則
第十二章 罰則
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（２ー４）安衛法における基本的な考え方

エックス線作業主任者等に対する効果的な教育に関する研究（240402-01）調査成果 

目的
危険防止基準の確立及び責任体制の明確化等により、労働者の安全と健康を
確保

義務主体
事業者 事業を行う者で、労働者を使用するものをいう。（罰則により実施を担保）

保護される客体
労働者 労働基準法第九条に規定する労働者（同居の親族のみを使用する
事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。）をいう。

講ずべき措置
危険防止措置
健康障害防止措置
安全衛生管理体制の確立
労働者の就業にあたっての措置
健康の保持増進のための措置
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（２ー５）エックス線利用に関連する条文（１）

エックス線作業主任者等に対する効果的な教育に関する研究（240402-01）調査成果 

第二十二条
事業者は、次の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
一 原材料、ガス、蒸気、粉じん、酸素欠乏空気、病原体等による健康障害
二 放射線、高温、低温、超音波、騒音、振動、異常気圧等による健康障害
三 計器監視、精密工作等の作業による健康障害
四 排気、排液又は残さい物による健康障害

（安全管理者等に対する教育等）
第十九条の二

事業者は、事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、安全管理者、
衛生管理者、安全衛生推進者、衛生推進者その他労働災害の防止のための
業務に従事する者に対し、これらの者が従事する業務に関する能力の向上を図
るための教育、講習等を行い、又はこれらを受ける機会を与えるように努めなけれ
ばならない。
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（２ー６）エックス線利用に関連する条文（２）

エックス線作業主任者等に対する効果的な教育に関する研究（240402-01）調査成果 

（作業環境測定）
第六十五条
事業者は、有害な業務を行う屋内作業場その他の作業場で、政令で定めるもの
について、厚生労働省令で定めるところにより、必要な作業環境測定を行い、及
びその結果を記録しておかなければならない。

（安全衛生教育）
第五十九条
事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定
めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行なわ
なければならない。
２ 前項の規定は、労働者の作業内容を変更したときについて準用する。
３ 事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者
をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又
は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。
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講義の内容

（１）エックス線に関連する法令について
（２）労働安全衛生法
（３）労働安全衛生規則
（４）電離放射線障害防止規則
（５）電離放射線防止規則改正について
（６）その他関連する事項について

エックス線作業主任者等に対する効果的な教育に関する研究（240402-01）調査成果 
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（３－１）労働安全衛生規則

エックス線作業主任者等に対する効果的な教育に関する研究（240402-01）調査成果 

労働者の安全と健康を確保し、快適な職場環境を形成することを目的とした「労働安全衛生法」
を具体的に実施するための厚生労働省令

安全衛生管理体制:
企業の安全衛生委員会の設置や、安全管理者・衛生管理者の選任など、組織と
しての安全衛生体制に関する規定

機械・危険物・有害物に関する規制:
機械の安全装置の設置、危険物や有害物の取り扱いに関するルールなど、物的側
面からの安全対策

安全衛生教育:
労働者に対する安全衛生教育の実施義務や内容、特別教育の対象となる業務

就業制限:
特定の業務に就業する際に、一定の資格や経験を必要とする制限

健康保持増進措置:
健康診断の実施、作業環境の測定、ストレスチェックなど、労働者の健康を保持・
増進するための措置
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（３ー２）エックス線利用に関連する条文

エックス線作業主任者等に対する効果的な教育に関する研究（240402-01）調査成果 

第四章 安全衛生教育

（特別教育を必要とする業務）
第三十六条 法第五十九条第三項の厚生労働省令で定める危険又は有害な
業務は、次のとおりとする。

二十八 エツクス線装置又はガンマ線照射装置を用いて行う透過写真の撮影
の業務

（特別教育の記録の保存）
第三十八条 事業者は、特別教育を行なつたときは、当該特別教育の受講者、
科目等の記録を作成して、これを三年間保存しておかなければならない。



16

講義の内容

（１）エックス線に関連する法令について
（２）労働安全衛生法
（３）労働安全衛生規則
（４）電離放射線障害防止規則
（５）電離放射線防止規則改正について
（６）その他関連する事項について

エックス線作業主任者等に対する効果的な教育に関する研究（240402-01）調査成果 
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（４ー１）電離放射線防止規則（電離則）の概要

エックス線作業主任者等に対する効果的な教育に関する研究（240402-01）調査成果 

第一章 総則
第二章 管理区域並びに線量の限度及び測定
第三章 外部放射線の防護
第四章 汚染の防止
第一節 放射性物質（事故由来放射性物質を除く。）に係る汚染の防止
第二節 事故由来放射性物質に係る汚染の防止
第四章の二 特別な作業の管理
第五章 緊急措置
第六章 エツクス線作業主任者及びガンマ線透過写真撮影作業主任者
第六章の二 特別の教育
第七章 作業環境測定
第八章 健康診断
第九章 指定緊急作業等従事者等に係る記録等の提出等
第十章 雑則
附則
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（４ー２）電離則における基本的な考え方

エックス線作業主任者等に対する効果的な教育に関する研究（240402-01）調査成果 

目的
労働者が電離放射線を受けることをできる限り少なくするように努め
ること

義務主体
事業者 放射線業務を行う事業の事業者

保護される客体
放射線業務従事者 管理区域において放射線作業を行う労働者

講ずべき措置
線量管理
健康管理
安全対策
教育
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（４ー３）電離則における放射線業務

エックス線作業主任者等に対する効果的な教育に関する研究（240402-01）調査成果 

労働安全衛生法施行令（昭和四十七年政令第三百十八号）
別表第二 放射線業務で定義

一 エツクス線装置の使用又はエツクス線の発生を伴う当該装置の検査の業務

二

サイクロトロン、ベータトロンその他の荷電粒子を加速する装置の使用又は電
離放射線（アルフア線、重陽子線、陽子線、ベータ線、電子線、中性子線、
ガンマ線及びエツクス線をいう。第五号において同じ。）の発生を伴う当該装
置の検査の業務

三
エツクス線管若しくはケノトロンのガス抜き又はエツクス線の発生を伴うこれらの
検査の業務

四 厚生労働省令で定める放射性物質を装備している機器の取扱いの業務

五
前号に規定する放射性物質又は当該放射性物質若しくは第二号に規定す
る装置から発生した電離放射線によつて汚染された物の取扱いの業務

六 原子炉の運転の業務

七 坑内における核原料物質の掘採の業務
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（４ー４）電離則における管理区域の明示

エックス線作業主任者等に対する効果的な教育に関する研究（240402-01）調査成果 

（管理区域の明示等）
第三条 放射線業務を行う事業の事業者（第六十二条を除き、以下「事業者」という。）は、
次の各号のいずれかに該当する区域（以下「管理区域」という。）を標識によつて明示しなけれ
ばならない。
一 外部放射線による実効線量と空気中の放射性物質による実効線量との合計が三月間につ
き一・三ミリシーベルトを超えるおそれのある区域
二 放射性物質の表面密度が別表第三に掲げる限度の十分の一を超えるおそれのある区域
２ 前項第一号に規定する外部放射線による実効線量の算定は、一センチメートル線量当量
によつて行うものとする。
３ 第一項第一号に規定する空気中の放射性物質による実効線量の算定は、一・三ミリシーベ
ルトに一週間の労働時間中における空気中の放射性物質の濃度の平均（一週間における労
働時間が四十時間を超え、又は四十時間に満たないときは、一週間の労働時間中における空
気中の放射性物質の濃度の平均に当該労働時間を四十時間で除して得た値を乗じて得た値。
以下「週平均濃度」という。）の三月間における平均の厚生労働大臣が定める限度の十分の一
に対する割合を乗じて行うものとする。
４ 事業者は、必要のある者以外の者を管理区域に立ち入らせてはならない。
５ 事業者は、管理区域内の見やすい場所に、第八条第三項の放射線測定器の装着に関す
る注意事項、放射性物質の取扱い上の注意事項、事故が発生した場合の応急の措置等放射
線による労働者の健康障害の防止に必要な事項を掲示しなければならない。
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（４ー４）管理区域に係る解説（基発第２５３号）

エックス線作業主任者等に対する効果的な教育に関する研究（240402-01）調査成果 

「標識によって明示」
・区画物に標識を付したり、床上を白線、黄線、黄黒の縞模様等により明確に区画したりするこ
とをいう
・移動用の放射線装置を用いて臨時に非破壊検査業務等を行う場合で、これらの方法による
ことが困難な場合は、要所要所にスタンド、旗等を設け、これらを結ぶ線によって囲まれる区域が
管理区域として明らかにされるような措置を講ずることとしても差し支えないこと。

・管理区域の設定のために測定を行う場合の1週間の労働時間については、管理区域内の施
設、装置等の使用時間又は滞在時間が社内規定で明文化されている場合等であれば、1週
間の当該使用時間又は滞在時間をもって、当該管理区域における1週間の労働時間として差
し支えないものであること。

・第3項の「厚生労働大臣が定める限度」とは、1年間(週40時間×年50週)その空気にさらさ
れたときに、放射性物質を吸入摂取することによって50ミリシーベルトの実効線量(第4条第
1項に規定する1年間の実効線量に相当する。)を受けることになるような空気中の放射性物
質の濃度であり、「空気中濃度限度」ということ。
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（４ー５）管理区域に係る解説（つづき）

エックス線作業主任者等に対する効果的な教育に関する研究（240402-01）調査成果 

・放射線の照射中に労働者の身体の全部又は一部がその内部に入ることのないように遮へ
いされた構造の放射線装置等を使用する場合であって、放射線装置等の外側のいずれの箇所
においても、実効線量が3月間につき1.3ミリシーベルトを超えないものについては、当該装
置の外側には管理区域が存在しないものとして取り扱って差し支えないこと。
・ただし、その場合であっても、装置の内部には管理区域が存在するので、第1項の「標識によって
明示」することは必要であること。これらの装置を使用する場合であっても、労働者に対しては、安
全衛生教育等において、放射線の人体への影響、及び被ばくを防止するための装置の安全な
取扱い等について周知させること。
・この装置の例としては、次のものがある
ア）エックス線照射ボックス付きエックス線装置であって、外側での実効線量が3月間につき1.3ミ
リシーベルトを超えないように遮へいされた照射ボックスの扉が閉じられた状態でなければエックス線
が照射されないようなインターロックを有し、当該インターロックを労働者が容易に解除することがで
きないような構造のもの
イ）空港の手荷物検査装置であって、手荷物の出入口は、労働者の手指等が装置内に入るこ
とがないように2重の含鉛防護カーテンで仕切られ、当該装置の外側での実効線量が3月間
につき1.3ミリシーベルトを超えないように遮へいされているもの
ウ）工場の製造工程で使用されている計測装置等で、製品等の出入口は、労働者の手指等
が装置内に入ることがないように2重の含鉛防護カーテンで仕切られ、又は労働者の手指等が装
置の内部に入った場合に放射線の照射が停止するインターロックを有し、かつ当該インターロックを
労働者が容易に解除することができないような構造であり、装置の外側での実効線量が3月間に
つき1.3ミリシーベルトを超えないように遮へいされているもの
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（４ー６）管理区域に係る解説（管理区域設定について）

エックス線作業主任者等に対する効果的な教育に関する研究（240402-01）調査成果 

（一部を抜粋して紹介）

1 外部放射線による実効線量
(1) 放射線測定器の選定
外部放射線を測定するための放射線測定器については、次の要件に留意の上、適切なものを
選定すること。
ア 1センチメートル線量当量又は1センチメートル線量当量率(以下「1センチメートル線量当
量等」という。)が測定できること。

キ 放射線測定器は、国家標準とのトレーサビリティが明確になっている基準測定器又は数量が
証明されている線源を用いて測定を実施する日の1年以内に校正されたものであること。

(2) 測定箇所
測定箇所については、次に掲げる点を考慮して選定すること。
ア 作業者が立ち入る区域で線源に最も近い箇所又は遮へいの薄い箇所等、1センチメートル線
量当量等が最大になると予測される箇所を含むこと。
イ 作業者が常に作業している箇所を含むこと。

キ 測定点の高さは、作業床面上約1メートルの位置とすること。
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（４ー７）被ばく線量限度

エックス線作業主任者等に対する効果的な教育に関する研究（240402-01）調査成果 

線量限度 根拠条文

放射線業務従事者
全身

実効線量
5年間で100 mSv/5年 かつ１年間で50 mSv
女性は３月間で5 mSv

電離則第４条

放射線業務従事者
眼の水晶体
手指

眼の水晶体(等価線量)
5年間で100 mSv/5年 かつ１年間で50mSv
皮膚（等価線量）
１年間で500 mSv

電離則第５条

妊娠中 妊娠と診断されたときから出産までの間（以下「妊娠中」という。）
一 内部被ばくによる実効線量については、1 mSv
二 腹部表面に受ける等価線量については、２ mSv

電離則第６条

緊急作業時 緊急作業の間で
一 実効線量については、100 mSv 
二 眼の水晶体に受ける等価線量については、300 mSv
三 皮膚に受ける等価線量については、1 Sv

電離則第７条第２項

特例緊急作業時 特例緊急被ばく限度:250 mSvを超えない範囲内に限る。

一 原子力災害対策特別措置法第十条に規定する政
令で定める事象のうち厚生労働大臣が定めるものが発生
した場合
二 原災法第十五条第一項各号に掲げる場合

電離則第７条の２第
１項
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（４ー８）被ばく線量の測定

エックス線作業主任者等に対する効果的な教育に関する研究（240402-01）調査成果 

（線量の測定）
第八条 事業者は、放射線業務従事者、緊急作業に従事する労働者及び管理区域に一時的
に立ち入る労働者の管理区域内において受ける外部被ばくによる線量及び内部被ばくによる線
量を測定しなければならない。
２ 前項の規定による外部被ばくによる線量の測定は、一センチメートル線量当量、三ミリメート
ル線量当量及び七十マイクロメートル線量当量のうち、実効線量及び等価線量の別に応じて、
放射線の種類及びその有するエネルギーの値に基づき、当該外部被ばくによる線量を算定するた
めに適切と認められるものについて行うものとする。
３ 第一項の規定による外部被ばくによる線量の測定は、次の各号に掲げる部位に放射線測定
器を装着させて行わなければならない。ただし、放射線測定器を用いてこれを測定することが著しく
困難な場合には、放射線測定器によつて測定した線量当量率を用いて算出し、これが著しく困
難な場合には、計算によつてその値を求めることができる。
一 男性又は妊娠する可能性がないと診断された女性にあつては胸部、その他の女性にあつては
腹部
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（４ー９）被ばく線量の測定（続き）

エックス線作業主任者等に対する効果的な教育に関する研究（240402-01）調査成果 

（線量の測定）
第八条 事業者は、放射線業務従事者、緊急作業に従事する労働者及び管理区域に一時的
に立ち入る労働者の管理区域内において受ける外部被ばくによる線量及び内部被ばくによる線
量を測定しなければならない。

７ 事業者は、管理区域内における放射線業務、緊急作業及び管理区域に一時的に立ち入る
作業（以下この項及び次項において「管理区域内放射線業務等」という。）の一部を請負人に
請け負わせるときは、当該請負人に対し、当該管理区域内放射線業務等に従事する者が管理
区域内において受ける外部被ばくによる線量及び内部被ばくによる線量を、第二項から第五項ま
でに定めるところにより測定する必要がある旨を周知させなければならない。
８ 事業者は、管理区域内放射線業務等の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人
に対し、第三項ただし書の場合を除き、管理区域内において放射線測定器を装着する必要があ
る旨を周知させなければならない。

（線量の測定結果の確認、記録等）
第九条 事業者は、一日における外部被ばくによる線量が一センチメートル線量当量について
一ミリシーベルトを超えるおそれのある労働者については、前条第一項の規定による外部被ばくに
よる線量の測定の結果を毎日確認しなければならない。
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（４ー１０）特定エックス線装置に係る規程

エックス線作業主任者等に対する効果的な教育に関する研究（240402-01）調査成果 

一部抜粋
（照射筒等又はしぼりの使用） 第十条
（ろ過板の使用）第十一条
（間接撮影時の措置）
第十二条 事業者は、特定エックス線装置を用いて間接撮影を行うときは、次の措置を講じなけ
ればならない。ただし、エックス線の照射中に間接撮影の作業に従事する労働者の身体の全部又
は一部がその内部に入ることがないように遮へいされた構造の特定エックス線装置を使用する場合
は、この限りでない。（透視時の措置）
第十三条 事業者は、特定エックス線装置を用いて透視を行うときは、次の措置を講じなければ
ならない。ただし、エックス線の照射中に透視の作業に従事する労働者の身体の全部又は一部が
その内部に入ることがないように遮へいされた構造の特定エックス線装置を使用する場合は、この
限りでない。
一 透視の作業に従事する労働者が、作業位置で、エックス線の発生を止め、又はこれを遮へい
することができる設備を設けること。

特定エックス線装置
労働安全衛生法施行令第十三条第３項第二十二号
波高値による定格管電圧が十キロボルト以上のエツクス線装置（エックス線又はエツクス線装
置の研究又は教育のため、使用の都度組み立てるもの及び医薬品、医療機器等の品質、有
効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和三十五年法律第百四十五号）第二条第四
項に規定する医療機器で、厚生労働大臣が定めるものを除く。）
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（４ー１１）放射線室及び警報装置

エックス線作業主任者等に対する効果的な教育に関する研究（240402-01）調査成果 

（放射線装置室）
第十五条 事業者は、次の装置又は機器（以下「放射線装置」という。）を設置するときは、専
用の室（以下「放射線装置室」という。）を設け、その室内に設置しなければならない。ただし、そ
の外側における外部放射線による一センチメートル線量当量率が二十マイクロシーベルト毎時を
超えないように遮へいされた構造の放射線装置を設置する場合又は放射線装置を随時移動させ
て使用しなければならない場合その他放射線装置を放射線装置室内に設置することが、著しく、
使用の目的を妨げ、若しくは作業の性質上困難である場合には、この限りでない。
一 エックス線装置
二 荷電粒子を加速する装置
三 エックス線管若しくはケノトロンのガス抜き又はエックス線の発生を伴うこれらの検査を行う装置
四 放射性物質を装備している機器
２ 事業者は、放射線装置室の入口に、その旨を明記した標識を掲げなければならない。

（警報装置等）
第十七条 事業者は、次の場合には、その旨を関係者に周知させる措置を講じなければならない。
この場合において、その周知の方法は、その放射線装置を放射線装置室以外の場所で使用する
とき、又は管電圧百五十キロボルト以下のエックス線装置若しくは数量が四百ギガベクレル未満の
放射性物質を装備している機器を使用するときを除き、自動警報装置によらなければならない。
一 エックス線装置又は荷電粒子を加速する装置に電力が供給されている場合
二 エックス線管若しくはケノトロンのガス抜き又はエックス線の発生を伴うこれらの検査を行う装置
に電力が供給されている場合
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（４ー１２）立入禁止及び透過写真の撮影時の措置等

エックス線作業主任者等に対する効果的な教育に関する研究（240402-01）調査成果 

（立入禁止）
第十八条 事業者は、第十五条第一項ただし書の規定により、工業用等のエックス線装置又は
放射性物質を装備している機器を放射線装置室以外の場所で使用するときは、そのエックス線
管の焦点又は放射線源及び被照射体から五メートル以内の場所（外部放射線による実効線
量が一週間につき一ミリシーベルト以下の場所を除く。）に、作業に従事する者を立ち入らせては
ならない。ただし、放射性物質を装備している機器の線源容器内に放射線源が確実に収納され、
かつ、シャッターを有する線源容器にあつては当該シャッターが閉鎖されている場合において、線源
容器から放射線源を取り出すための準備作業、線源容器の点検作業その他必要な作業を行う
ために立ち入るときは、この限りでない。

（透過写真の撮影時の措置等）
第十八条の二 事業者は、第十五条第一項ただし書の規定により、特定エックス線装置又は透
過写真撮影用ガンマ線照射装置（ガンマ線照射装置で、透過写真の撮影に用いられるものを
いう。以下同じ。）を放射線装置室以外の場所で使用するとき（被ばくのおそれがないときを除
く。）は、放射線を、作業に従事する者が立ち入らない方向に照射し、又は遮蔽する措置を講じ
なければならない。
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（４ー１３）電離則における緊急措置について

エックス線作業主任者等に対する効果的な教育に関する研究（240402-01）調査成果 

事業者の講ずべき措置
退避（第四十二条）

作業に従事する者を退避させなければならない

事故に関する報告（第四十三条）
速やかにその旨労働基準監督署長に報告しなければならない

診察等（第四十四条）
労働者に、速やかに医師の診察又は処置を受けさせなければ
ならない

事故に関する測定及び記録（第四十五条）
労働者がその区域内にいたことによつて、又は緊急作業に従事
したことによつて受けた実効線量、眼の水晶体及び皮膚の等価
線量並びに次の事項を記録し、これを五年間保存しなければ
ならない
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（４ー１４）事故に関する測定及び記録について

エックス線作業主任者等に対する効果的な教育に関する研究（240402-01）調査成果 

第四十五条 事業者は、第四十二条第一項各号のいずれかに該当する事故が発生し、同項の区域が生じ
たときは、労働者がその区域内にいたことによつて、又は緊急作業に従事したことによつて受けた実効線量、眼
の水晶体及び皮膚の等価線量並びに次の事項を記録し、これを五年間保存しなければならない。
一 事故の発生した日時及び場所
二 事故の原因及び状況
三 放射線による障害の発生状況
四 事業者が採つた応急の措置

２ 事業者は、前項に規定する労働者で、同項の実効線量又は等価線量が明らかでないものについては、
第四十二条第一項の区域内の必要な場所ごとの外部放射線による線量当量率、空気中の放射性物質
の濃度又は放射性物質の表面密度を放射線測定器を用いて測定し、その結果に基づいて、計算により
前項の実効線量又は等価線量を算出しなければならない。
３ 前項の線量当量率は、放射線測定器を用いて測定することが著しく困難なときは、同項の規定にかかわ
らず、計算により算出することができる。
４ 事業者は、放射線業務等の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、第一項に規定す
る区域が生じた場合であつて、放射線業務等に従事する者がその区域内にいたことによつて、又は緊急作
業に従事したことによつて受けた同項の実効線量又は等価線量が明らかでないときは、第四十二条第一項
の区域内の必要な場所ごとの外部放射線による線量当量率、空気中の放射性物質の濃度又は放射性
物質の表面密度を放射線測定器を用いて測定し、その結果に基づいて、計算により第一項の実効線量又
は等価線量を算出する必要がある旨を周知させなければならない。
５ 事業者は、前項の請負人に対し、同項の線量当量率を放射線測定器を用いて測定することが著しく困
難なときは、同項の規定にかかわらず、計算により算出することができる旨を周知させなければならない。
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（４ー１４）エックス線作業主任者

エックス線作業主任者等に対する効果的な教育に関する研究（240402-01）調査成果 

エックス線装置を使用する作業において、労働者の被ばくを防止するための責任者として選任
される（電離則第第四十六条）国家資格を持つ者

一
第三条第一項又は第十八条第四項の標識がこれらの規定に適合して設けられるように
措置すること

二
第十条第一項の照射筒若しくはしぼり又は第十一条のろ過板が適切に使用されるよう
に措置すること

三
第12条各号（間接撮影時の措置）若しくは第13条各号（透視時
の措置）に掲げる措置又は第18条の２（透過写真の撮影時の措置
等）に規定する措置を講ずること

四
前２号に掲げるもののほか、放射線業務従事者の受ける線量ができるだけ少なくなるよ
うに照射条件等を調整すること

五
第17条第１項の措置（エックス線装置への電源供給の周知）がその規定に適合して
講じられているかどうかについて点検すること

六
照射開始前及び照射中、第18条第１項の場所に労働者が立ち
入っていないことを確認すること

七
第八条第三項の放射線測定器が同項の規定に適合して装着されているかどうかについ
て点検すること
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（４ー１５）エックス線作業主任者（試験科目等）

エックス線作業主任者等に対する効果的な教育に関する研究（240402-01）調査成果 

https://www.exam.or.jp/introduction/h_shokai701/ access on 14th July 2025

https://www.exam.or.jp/introduction/h_shokai701/


34

（４ー１６）電離則における特別の教育

エックス線作業主任者等に対する効果的な教育に関する研究（240402-01）調査成果 

（透過写真撮影業務に係る特別の教育）
第五十二条の五 事業者は、エツクス線装置又はガンマ線照射装置を用いて行
う透過写真の撮影の業務に労働者を就かせるときは、当該労働者に対し、次の
科目について、特別の教育を行わなければならない。
一 透過写真の撮影の作業の方法
二 エツクス線装置又はガンマ線照射装置の構造及び取扱いの方法
三 電離放射線の生体に与える影響
四 関係法令
２ 安衛則第三十七条及び第三十八条並びに前項に定めるほか、同項の特別
の教育の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。
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（４ー１７）電離則における作業環境測定

エックス線作業主任者等に対する効果的な教育に関する研究（240402-01）調査成果 

（作業環境測定を行うべき作業場）
第五十三条 令第二十一条第六号の厚生労働省令で定める作業場は、次のと
おりとする。
一 放射線業務を行う作業場のうち管理区域に該当する部分
二 放射性物質取扱作業室
二の二 事故由来廃棄物等取扱施設
三 令別表第二第七号に掲げる業務を行う作業場

（線量当量率等の測定等）
第五十四条 事業者は、前条第一号の管理区域について、一月以内（放射線
装置を固定して使用する場合において使用の方法及び遮蔽物の位置が一定し
ているとき、又は三・七ギガベクレル以下の放射性物質を装備している機器を使
用するときは、六月以内）ごとに一回、定期に、外部放射線による線量当量率
又は線量当量を放射線測定器を用いて測定し、その都度、次の事項を記録し、
これを五年間保存しなければならない。
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（４ー１８）電離則における作業環境測定

エックス線作業主任者等に対する効果的な教育に関する研究（240402-01）調査成果 

（作業環境測定を行うべき作業場）
第五十三条 令第二十一条第六号の厚生労働省令で定める作業場は、次のと
おりとする。
一 放射線業務を行う作業場のうち管理区域に該当する部分
二 放射性物質取扱作業室
二の二 事故由来廃棄物等取扱施設
三 令別表第二第七号に掲げる業務を行う作業場

（線量当量率等の測定等）
第五十四条 事業者は、前条第一号の管理区域について、一月以内（放射線
装置を固定して使用する場合において使用の方法及び遮蔽物の位置が一定し
ているとき、又は三・七ギガベクレル以下の放射性物質を装備している機器を使
用するときは、六月以内）ごとに一回、定期に、外部放射線による線量当量率
又は線量当量を放射線測定器を用いて測定し、その都度、次の事項を記録し、
これを五年間保存しなければならない。
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（４ー１９）電離則における健康診断

エックス線作業主任者等に対する効果的な教育に関する研究（240402-01）調査成果 

（健康診断）
第五十六条 事業者は、放射線業務に常時従事する労働者で管理区域に立ち
入るものに対し、雇入れ又は当該業務に配置替えの際及びその後六月以内ごとに
一回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。
一 被ばく歴の有無（被ばく歴を有する者については、作業の場所、内容及び期間、
放射線障害の有無、自覚症状の有無その他放射線による被ばくに関する事項）の
調査及びその評価
二 白血球数及び白血球百分率の検査
三 赤血球数の検査及び血色素量又はヘマトクリット値の検査
四 白内障に関する眼の検査
五 皮膚の検査
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講義の内容

（１）エックス線に関連する法令について
（２）労働安全衛生法
（３）労働安全衛生規則
（４）電離放射線障害防止規則
（５）電離放射線防止規則改正について
（６）その他関連する事項について

エックス線作業主任者等に対する効果的な教育に関する研究（240402-01）調査成果 
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（５ー１）電離則の改正について（自動警報装置）

エックス線作業主任者等に対する効果的な教育に関する研究（240402-01）調査成果 

https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001616147.pdf access on 19th March 2026

https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001616147.pdf
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（５ー１）電離則の改正について（安全装置設置）

エックス線作業主任者等に対する効果的な教育に関する研究（240402-01）調査成果 https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001616147.pdf access on 19th March 2026

https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001616147.pdf


41

（５ー２）電離則の改正について（エックス線作業主任者）

エックス線作業主任者等に対する効果的な教育に関する研究（240402-01）調査成果 

https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001616147.pdf access on 19th March 2026

https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001616147.pdf
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（５ー２）電離則の改正について（エックス線作業主任者）

エックス線作業主任者等に対する効果的な教育に関する研究（240402-01）調査成果 

（２）エックス線作業主任者の職務の拡大

https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001587804.pdf access on 19th March 2026

https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001587804.pdf
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（５ー２）電離則の改正について（ガンマ線作業主任者）

エックス線作業主任者等に対する効果的な教育に関する研究（240402-01）調査成果 

（２）ガンマ線透過写真撮影作業主任者の職務の拡大

https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001587804.pdf access on 19th March 2026

https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001587804.pdf
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（５ー３）電離則の改正について（特別の教育）

エックス線作業主任者等に対する効果的な教育に関する研究（240402-01）調査成果 

ボックス型エックス線装置の使用 → 特別教育の対象外

ボックス型エックス線装置の点検 → 特別教育の対象

https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001616147.pdf access on 19th March 2026

https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001616147.pdf
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（５ー３）電離則の改正について（教育課程）

エックス線作業主任者等に対する効果的な教育に関する研究（240402-01）調査成果 

https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001587812.pdf access on 19th March 2026

https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001587812.pdf
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講義の内容

（１）エックス線に関連する法令について
（２）労働安全衛生法
（３）労働安全衛生規則
（４）電離放射線障害防止規則
（５）電離放射線防止規則改正について
（６）その他関連する事項について

エックス線作業主任者等に対する効果的な教育に関する研究（240402-01）調査成果 
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（６ー１）管理区域の適用・運用について

エックス線作業主任者等に対する効果的な教育に関する研究（240402-01）調査成果 

エックス線装置に係る放射線障害防止対策に関する検討会より
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（６ー２）エックス線装置構造規格

エックス線作業主任者等に対する効果的な教育に関する研究（240402-01）調査成果 

２  医療用以外（以下「工業用等」という。）のエックス線装置のエックス線管は、その焦点から
一メートルの距離における利用線錘以外の部分のエックス線の空気カーマ率が、次の表の上欄に
掲げるエックス線装置の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる空気カーマ率以下になるように
遮へいされているものでなければならない。

エックス線装置の区分 空気カーマ率

波高値による定格管電圧が二〇〇キロ
ボルト未満のエックス線装置 

二・六ミリグレイ毎時

波高値による定格管電圧が二〇〇キロ
ボルト以上のエックス線装置

四・三ミリグレイ毎時
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